
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
化粧品用の安定したクリーム状ゲル組成物において、
１）ａ）低い粘性を有するオルガノポリシロキサン６０質量％～９５質量％；
ｂ）ｂ）ｉ　 と
ｂ）ｉｉ　 との有効なゲル化量のヒドロシリ
ル化生成物；から成る混合物をゲル化し、その際、前記ヒドロシリル化は、場合によって
は有効量のヒドロシリル化触媒によって促進され、
２）このゲルを剪断することで、分離に対して耐性を有するクリーム状ゲルを形成させる
工程によって製造される、化粧品用の安定したクリーム状ゲル組成物、この場合、すべて
の百分率は、全ゲル組成物に対する質量％である。
【請求項２】
前記の低い粘性を有するオルガノポリシロキサンが２～１０個の珪素原子を有する直鎖ま
たは分枝鎖のオルガノポリシロキサンから成るか、あるいは３～６個の珪素原子を有する
環式オルガノポリシロキサンから成る、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
前記の低い粘性を有するオルガノポリシロキサンの繰り返すシロキサン部分がジメチルシ
ロキシ基である、請求項 に記載の組成物。
【請求項４】
低い粘性を有するオルガノポリシロキサンが７５ ％～９０ ％の量で存在し、
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が５ ％～２５ ％の量で存在し、かつ
が１ ％～８ ％の量で存在する、請求項１に記載の組成物。

【請求項５】
低い粘性を有するオルガノポリシロキサンが８０ ％～９０ ％の量で存在し、かつ

が１０ ％～２０ ％の量で存在し、かつ
が１ ％～５ ％の量で存在する、請求項１に記載の組成物

。
【請求項６】
剪断の前に、付加的に低い粘性を有するオルガノポリシロキサンが添加されている、請求
項１に記載の組成物。
【請求項７】
貯蔵中の前記クリーム状ゲルの軟化を減少させるのに有効な量のヒドロシリル化触媒抑制
剤を有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
前記抑制剤がメルカプトアルキル官能性シロキサンである、請求項 に記載の組成物。
【請求項９】
前記抑制剤が、メルカプトアルキル官能性シルセスキシロキサンまたはメルカプトアルキ
ル官能化された低い粘性を有するポリオルガノシロキサン油である、請求項 に記載の組
成物。
【請求項１０】
化粧品用のクリーム状ゲルの製造方法において、
ａ）
ａ）ｉ　低い粘性を有するオルガノポリシロキサン
ａ）ｉｉ　
ａ）ｉｉｉ　
から成る組成物を準備し；
ｂ）　ａ）ｉｉをａ）ｉｉｉでヒドロシリル化し、ゲルを形成させ；
ｃ）　前記ゲルを剪断し、クリーム状のゲルを形成させることを特徴とする、化粧品用の
クリーム状ゲルの製造方法。
【請求項１１】
さらに、
ａ）ｉｖ　ヒドロシリル化を促進するのに有効な量のヒドロシリル化触媒を含む、請求項

に記載の方法。
【請求項１２】
さらに、軟化を減少させる量のヒドロシリル化触媒抑制剤を添加する、請求項 に記載
の方法。
【請求項１３】
前記抑制剤を工程ｂ）中または工程ｂ）の後で添加する、請求項 に記載の方法。
【請求項１４】
請求項１のクリーム状ゲルおよび化粧品学的に認容性の成分を含む化粧品。
【請求項１５】
前記化粧品が、制汗剤、消臭剤、サンケア剤、アフターサンケア剤、保湿剤、フェイスク
リーム、ハンドクリーム、スキンローション、フェイシャルパウダー、アイシャドウ、リ
キッドファンデーション、リキッドパウダーファンデーション、リップスティック、ヘア
コンディショナーおよびボリュームエンハンサーから選択されたものの一つである、請求
項 に記載の化粧品。
【請求項１６】
６０質量％を超える低い粘性を有するオルガノポリシロキサンおよび

を で、ヒドロシリル化触媒の存在下でヒド
ロシリル化することによって製造されたゲル化組成物を含有するクリーム状オルガノポリ
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シロキサンゲルの軟化を減少させる方法において、軟化に有効な量のヒドロシリル化触媒
抑制剤を添加することを特徴とする、クリーム状のオルガノポリシロキサンゲルの軟化を
減少させるための方法。
【請求項１７】
前記ヒドロシリル化触媒抑制剤が有機硫黄化合物である、請求項 に記載の方法。
【請求項１８】
前記抑制剤がメルカプトアルキル官能性オルガノポリシロキサンである、請求項 に記
載の方法。
【請求項１９】
前記の抑制剤がメルカプトプロピルシルセスキシロキサンである、請求項 に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化粧品学的用途に使用するのに適したオルガノポリシロキサンゲルに関する。
【０００２】
【従来の技術】
オルガノポリシロキサンは長年に亘って、多くの化粧品学的用途に使用されている。これ
らの用途の幾つかにおいて、例えば、オルガノポリシロキサン、例えばシリコーン油は、
他の化粧品成分のためのキャリアーの油として、その固有の形でか、あるいは異なるエマ
ルジョンの形で使用されている。多くのエマルジョンの形において、界面活性剤はシリコ
ーン油を安定な懸濁液または分散液中で保持するために必要である。やや最近になって、
多くの化粧品は、オルガノポロシロキサンゲルを含むクリームまたはペーストを使用して
いる。
【０００３】
米国特許第５６５４３６２号明細書には、ヒドロシリル化白金触媒および低分子量のシリ
コーン油の存在下で、直鎖のＳｉ－Ｈ官能性ポリシロキサンとα，ω－ジエン、例えば１
，５－ヘキサジエンとを反応させることによって製造されたシリコーンゲルが開示されて
いる。この反応は、ゲルが形成されるまで続けられ、その後にシリコーンゲルは粉末に粉
砕され、かつ溶剤の増粘に使用されてもよいか、あるいはさらにシリコーン油を添加する
ことによるシリコーンペーストの形成に使用されてもよい。製品は、溶剤、例えばシリコ
ーン油を増粘してゲル様のコンシステンシーを生じさせるために使用される。種々の化粧
品、例えば制汗剤、消臭剤、スキンクリーム等が開示されている。製造において、高い燃
焼性を有するジエン炭化水素を使用することは有利ではない。さらに、米国特許第４９８
０１６７号明細書に示されているように、固形粉末から形成されるクリームは、認容され
る性質を提供するものではないとされ、この場合、このような調剤は、滑性を欠くもので
あるとされる。
【０００４】
米国特許第５８５９０６９号明細書には、平均粒径１．０～１５．０μｍの球形の粒子を
有するオルガノポリシロキサンエラストマー粉末、シリコーン油およびポリエーテル変性
シリコーンから製造されたゼラチン状の外用スキントリートメント組成物が開示されてい
る。この米国特許明細書には、シリコーン樹脂を用いる従来の調剤が、例えば皮膚上に膜
状の感覚を残すような使用には適さないことが示されている。ポリエーテル変性シリコー
ンは、絶対的に必要であることが開示されており；かつ１．０質量％未満の量で使用され
る場合には、ゲル化は不十分になり、かつ組成物は化粧品での使用に適さなくなる。球形
の粉末、シリコーン油５～７５質量％およびポリエーテル変性シリコーン１～２０質量％
を含有するゼラチン状の外用スキントリートメント組成物が開示されている。球形のエラ
ストマー粒子の製造は、直接的には開示されていない。さらに、ポリエーテル変性シリコ
ーンの必要条件はコストを増加させる。
【０００５】
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先に開示された米国特許第５６５４３６２号明細書と同様に米国特許第５８１１４８７号
明細書には、Ｓｉ－Ｈ官能性シロキサンとα，ω－不飽和炭化水素との反応によって製造
されたシリコーンエラストマーで増粘された低分子量のシロキサン油が記載されている。
しかしながら、この米国特許第５８１１４８７号明細書では、Ｓｉ－Ｈシロキサンはモノ
アルケニル官能化されたポリエーテルと最初に部分的に反応され、ポリエーテル官能価を
提供する。前記の米国特許第５８５９０６９号明細書の教示によれば、ポリエーテル官能
化されたオルガノポリシロキサンは、分散された水を含有する組成物を製造するために必
要であることが述べられている。
【０００６】
米国特許第５７６０１１６号明細書には、直鎖のアルケニル官能化されたポリオルガノシ
ロキサンおよびＳｉ－Ｈ官能性ＭＱ樹脂のヒドロシリル化付加生成物を含有する組成物が
開示されている。モノビニル官能性直鎖ポリオルガノシロキサンは、例示された調剤、例
えばジビニル官能性ポリオルガノシロキサンの他にアルケニル官能化されたポリオルガノ
シロキサンに含まれる。最初に、これらの成分からゲルを製造し、その後に１０００セン
チストークスを下廻る粘度を有する他のシリコーン中でゲルを分散させることによって形
成される均質な液体組成物が開示されている。また、このシリコーン組成物を含有する化
粧品組成物が開示されている。
【０００７】
米国特許第５８５４３３６号明細書には、シリコーンゴムおよびキャリアー油から成るシ
リコーンエラストマー組成物を反応器中へ供給し、この反応器中で組成物を混合し、この
組成物を反応器から高圧ポンプへ、かつこのポンプからゴム粒子をより小さい大きさに減
少させるための装置に運搬することを含む化粧品の製造方法が開示されている。粒子の大
きさを減少させるための装置は、好ましくは高い圧力が供給されたホモジナイザー、最も
好ましくはソノレーター（ｓｏｎｏｌａｔｏｒ）である。高圧ポンプおよび装置、例えば
ソノレーターの使用は、製品のコストを増加させる。
【０００８】
ヨーロッパ特許出願公開第０７９００５５号明細書（ＥＰ０７９００５５Ａ１）には、ス
キンケア調剤またはメーキャップ調剤に使用するための部分的に網状化されたエラストマ
ーのオルガノポリシロキサンおよび脂肪性の成分、例えばトリグリセリドを含有する組成
物が開示されている。「部分的に網状化された」の意味は、明細書中には示されていない
が、この場合、これは、米国特許第５２６６３２１号明細書中の適したオルガノポリシロ
キサンの記載を参考にする。
【０００９】
また、シリコーンゲルを使用する化粧品の例は、国際ＰＣＴ出願　ＷＯ９７／４４０１０
；ＷＯ９８／１８４３８；ＷＯ９８／００１０５；ＷＯ９８／００１０４；ＷＯ９８／０
０１０３；ＷＯ９８／００１０２等に開示されている。前記特許明細書により、調剤の範
囲は、液体および固体の双方の制汗剤、フェイシャルクリーム、保湿剤および他の製品を
含むことを明らかにすることができる。また、これら参考文献の概要から、オルガノポリ
シロキサンゲルの種類によってかなりの相違があることが明らかになるはずである。特に
、これらのゲルの幾つかは、これが望ましくない場合には、認容されない油っぽい感触を
提供する。他のゲルは製造がより困難であり、かつ不必要に調剤のコストを増加させる。
よく知られた簡単な方法で、かつ本質的に無毒の成分からゲルを製造し、他のゲルの糸引
きが解消された製品を製造することが可能であることが望ましく、かつ、この場合、この
製品は極度に高圧の装置、例えばソノレーター等を使用することなしに乳化することがで
きる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
前記のような課題が課された。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
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低い粘性の油および少量のヒドロシリル化白金触媒の存在下で、ビニル官能性ＭＱ樹脂と
Ｓｉ－Ｈ官能性ポリ（メチル水素）ジメチルシロキサンとのヒドロシリル化反応によって
簡単に製造することができる低い粘性を有し、好ましくは揮発性のシリコーン油を含有す
るオルガノポリシロキサンゲルが、予期せずして見い出された。また、比較的少量のヒド
ロシリル化触媒毒、例えば有機硫黄化合物、特にメルカプトアルキルオルガノポリシロキ
サンの添加は、有機硫黄化合物が使用されない場合よりも、長時間に亘ってその安定性を
保持する組成物を製造することが見い出された。生じたゲルは、高い圧力または他の複雑
な混合装置を使用することなく、簡単にホモジナイズすることで安定したクリームまたは
ペーストを形成する糸引きのないゲルである。
【００１２】
本発明のオルガノポリシロキサンゲルは、低い粘性を有し、かつ好ましくは揮発性のシリ
コーン油を含有し、ビニル官能性ＭＱ樹脂と末端よりもむしろその骨格中に分布されたＳ
ｉ－Ｈ官能価を有するＳｉ－Ｈ官能性ポリオルガノシロキサンとの架橋によって製造され
たゲルマトリックスに密接に関連する。
【００１３】
低い粘性を有し、かつ好ましくは揮発性のオルガノポリシロキサンは、低分子量のポリジ
アルキルシロキサンオリゴマーまたは環式シロキサンであってもよい。さらに好ましくは
、低い粘性を有するオルガノポリシロキサンは、ポリジメチルシロキサンオリゴマーまた
は環式のポリジメチルシロキサンである。また、他のアルキル基、アリール基、アルカリ
ール基およびアラルキル基も認容され、勿論、例えばフェニル基、ベンジル基、Ｃ１ ～Ｃ

１ ８ アルキル基等も認容される。しかしながら、コストの問題およびそれぞれの調剤から
、珪素原子と結合するメチル基を有するオルガノポリシロキサンは非常に好ましい。最も
好ましくは、オルガノポリシロキサンは、トリメチルシリル末端基を含むオルガノポリシ
ロキサン骨格中で、平均２～５０個の珪素原子を有するトリメチルシリル末端化された直
鎖のポリジメチルシロキサンである。揮発性が望まれる場合には、珪素原子の数は、例え
ば１０個を下廻り、かつ好ましくは６個を下廻って大幅に制限されるべきである。しかし
ながら、比較的低い粘性を有するが、非揮発性の油が認容される場合には、オルガノポリ
シロキサンの骨格を多数の珪素原子、例えば５０～５００個の珪素原子に延長することが
可能である。これらの非揮発性の油は、約１０ｃＳｔよりも大きく、かつ約２０００ｃＳ
ｔまでの粘度を有するべきである。また、オルガノポリシロキサンは、架橋が粘性を過度
に増加させない限りは、わずかに架橋されていてもよい。粘度は好ましくは１００ｃＳｔ
を下廻り、より好ましくは１０ｃＳｔを下廻り、かつ最も好ましくは、揮発性のオルガノ
ポリシロキサンの場合には５ｃＳｔを下廻る。
【００１４】
好ましくは、オルガノポリシロキサンは、揮発性のオルガノポリシロキサンである。前記
に示したように、揮発性は、オルガノポリシロキサンの骨格中で、多くとも約６～１０個
の珪素原子を有するオルガノポリシロキサンオリゴマーの選択によって、直鎖のオルガノ
ポリシロキサンで達成されてもよい。好ましくは、しかしながら、珪素原子３～６個を有
する環式オルガノポリシロキサン、例えばヘキサメチルシクロトリシロキサン、オクタメ
チルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロ
ヘキサシロキサン等が使用される。直鎖のオルガノポリシロキサンのように、メチル基の
他の基、例えばＣ１ ～Ｃ１ ８ アルキル基、好ましくはＣ１ ～Ｃ４ アルキル基、アリール基
等が存在していてもよい。さらに、また直鎖のポリシロキサンの場合には、オルガノポリ
シロキサンゲルの安定性を妨げないか、あるいはこれらを化粧品中で使用する能力を妨げ
ない官能基が認容されていてもよい。特に、例は、ヒドロキシル（シラノール）基、アル
コキシ基、例えば比較的加水分解的に安定な前記のもの等を含む。一般に、反応基、例え
ばアセトキシ基、メトキシ基、エトキシ基等を含有する化合物は、これらが幾つかの特定
の目的のために化粧品中で保持されない限りは、回避されるべきである。オルガノポリシ
ロキサンゲル中に任意のハロゲン官能性化合物を含有することは好ましくない。注釈によ
れば、本明細書中では、これらの製造方法によっては、一般に、オルガノポリシロキサン
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樹脂中で前記の基のわずかな量を回避できない。
【００１５】
オルガノポリシロキサンゲルの必要な成分は、ビニル官能性ＭＱ樹脂または類似のＭ、Ｄ
、Ｑおよび／またはＴ単位を含有する高度に架橋された樹脂である。このような樹脂は、
公知技術によるものである。オルガノポリシロキサンの技術において、「樹脂」の用語は
、一般にポリマーに適用されるものではないが、３次元構造を形成する能力を有するシラ
ンの反応によって製造される、前記の比較的高度に架橋され、かつしばしば比較的高分子
量を有する製品での使用のために制限されている。Ｍの用語は一官能性の単位に関し、一
方、Ｑの用語は四官能性の単位に関する。いいかえれば、ＭＱ樹脂は有利には、シリコー
ンが架橋された分子中で一つの酸素のみと結合されているＭ単位およびそれぞれの珪素原
子が４つの別の酸素原子と結合されているＳｉＯ４ ／ ２ Ｑ単位を含有し、結果として高い
レベルの架橋が生じる。多くのＭＱ樹脂において、また少量の二官能性Ｒ２ ＳｉＯ２ ／ ２

および三官能性ＲＳｉＯ３ ／ ２ （ＤおよびＴ単位それぞれに）が存在する。ＭＱ樹脂はし
ばしばシラン、例えばテトラエトキシシラン、ビニルジメチルエトキシシランおよびトリ
メチルエトキシシランの加水分解によってしばしば製造される。生じるＭＱ樹脂は、この
製造方法から生じるような幾つかの残留するアルコキシ官能価をしばしば保持し、かつ場
合によっては他の官能価、例えばシラノール官能価を同様に有する。好ましいＭＱ樹脂は
、ＭＱ樹脂８０４で、ワッカーシリコーン社、エイドリアン、ミシガン州（Ｗａｃｋｅｒ
　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，　Ａｄｒｉａｎ，　Ｍｉｃｈｉｇａｎ
）から入手可能な、この場合、この樹脂は約１．８質量％のビニル官能価を有する。ビニ
ルオキシ基、アリル基、アリルオキシ基、プロペニル基等を含むビニル基の他に不飽和基
を有するＭＱ樹脂は、一般に入手しにくいが、また使用されてもよい。種々の不飽和樹脂
は、単独でか、あるいは他の不飽和樹脂との混合物で使用されてもよい。
【００１６】
Ｓｉ－Ｈ官能性オルガノポリシロキサン架橋剤は、本発明のゲル調剤の必須の部分である
。本出願人は、Ｓｉ－Ｈ末端オルガノポリシロキサンが架橋剤として使用される場合には
、これらのゲルは網状の形になりやすいことを予期せずして見い出した。むしろ、架橋剤
はそのポリマー骨格に沿って少なくとも幾つかのＳｉ－Ｈ官能性単位を含有するＳｉ－Ｈ
官能性オルガノポリシロキサンでなければならない。さらに、末端のＳｉ－Ｈ単位を前記
のＳｉ－Ｈ官能性単位に含んでいても、あるいは含んでいなくてもよい。好ましい架橋剤
はＥＬ架橋剤５２５、珪素結合された水素原子を有するポリ（メチル水素）ジメチルシロ
キサン約０．５４質量％である。
【００１７】
ＭＱ樹脂の不飽和結合とＳｉ－Ｈ結合とのモル比は、好ましくは０．２～１．５の範囲で
あり、好ましくは０．３～１．２の範囲であり、かつ最も好ましくは０．４～０．９の範
囲である。０．８５：０．８８の比は、極めて満足のいくものであることが証明されてい
る。
【００１８】
また、ヒドロシリル化触媒が必要とされる。適したヒドロシリル化触媒は公知であり、か
つ多くの販売元から広く入手可能である。好ましいヒドロシリル化触媒は、白金化合物、
例えば米国特許第３１５９６０１号明細書；同３１５９６６２号明細書；同３２２０９７
２号明細書；同３７１５３３４号明細書；同３７７５４５２号明細書および同３８１４７
３０号明細書およびドイツ国特許出願公開第１９５３６１７６号明細書（ＤＥ１９５３６
１７６Ａ１）で開示されたようなものであり、化粧品での使用に適した溶剤、例えばプロ
パンジオール中に供給される。他の溶剤も同様に使用されてもよく、化粧品学的に認容性
であるか、あるいは低い圧力にさらすかまたはストリッピングによってゲルから除去可能
な溶剤が提供されてもよい。低い粘性のシリコーン、ＭＱ樹脂および架橋剤の量は重要で
はないが、これらは、使用中に分離しないであろう安定したゲルが得られる前記の量で存
在しなければならない。極めて少ないＭＱ樹脂または極めて少ない架橋剤が使用される場
合には、組成物はしばしばゲルの代わりに液体で保持される。極めて多い架橋剤または極
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めて多いＭＱ樹脂が得られる場合には、固体または粉状のゲルまたは製品が得られる。実
際の量は、簡単な試験によって定められてもよい。好ましい組成物は、約６０％～約９０
％の低い粘性のオルガノポリシロキサン、約５％～約２５％のＭＱ樹脂および約１％～約
８％のＳｉ－Ｈ官能性架橋剤を含有する。より好ましくは、揮発性のオルガノポリシロキ
サン６０～８５質量％、ＭＱ樹脂１０～２０質量％および架橋剤１～５質量％を含む組成
物である。これらの百分率は、ゲルの総質量に対する質量％である。
【００１９】
ゲルの製造は、簡単に実施される。一般に、触媒を除くすべての成分が添加され、かつ均
一化された混合物が得られるまでゆっくりと撹拌し、続けて断続的に撹拌しながら触媒を
添加した。組成物は、室温でゲルが形成されるまで置いてもよいか、あるいは加熱されて
もよい。好ましくは、組成物を７０℃～１３０℃、より好ましくは９０℃～１１０℃の温
度で、混合物が凝固するか、ゲルになるまで加熱される。一般に、ゲル化は２～５時間以
内、好ましくは最大約３時間以内および一般的には約４５分以内で生じる。その後にゲル
は標準的な高剪断混合技術、例えばウルトラトラックス（Ｕｌｔｒａ－Ｔｕｒａｘ　商標
）ミキサー等を使用して、なめらかなコンシステンシーにホモジナイズされる。高圧ミキ
サーおよび再循環混合技術は必要ではない。
【００２０】
ゲルのクリーム状のコンシステンシーへの均質化に続いて、多くの化粧品成分、例えばグ
リセリン、香料、皮膚軟化剤、ラノリン、油、顔料、ＵＶ吸収剤、染料等は添加されても
よい。また、増粘剤、例えば熱分解法シリカおよび他の成分は、この時点でペースト様の
製品を形成するクリームの粘性を増加させるために添加されてもよい。
【００２１】
添加されてもよい化粧品成分の数および種類は、過度に重要ではなく、かつ従来技術の一
つから簡単に選択されてもよい。本明細書中の用語「化粧品学的に認容性の成分」は、皮
膚への使用で、化粧品学的に認容性の化粧品調剤によって添加されてもよいすべての成分
を含む。このような成分の多くは、標準的な参考文献、例えばＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌ　ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＩＮＧＲＥＤＩＥＮＴ　ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ　ＡＮＤ　ＨＡＮ
ＤＢＯＯＫ、１９９７年、Ｃｏｓｍｅｔｉｃ、Ｔｏｉｌｅｔｒｙ　ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａ
ｎｃｅ　Ａｓｓｏｃ．，ワシントンＤ．Ｃで挙げられている。
【００２２】
本発明のクリーム状のゲルは、すべての化粧品調剤、この場合、これは、スキンケア製品
、例えば制汗剤、消臭剤、サンケア剤、アフターサンケア剤、保湿剤、クリームおよびロ
ーション；着色された化粧品、例えばフェイシャルパウダー、アイパウダー、アイシャド
ウ、リキッドファンデーション、リキッドパウダーファンデーションおよびリップスティ
ック；およびヘアケア製品、例えばヘアコンディショナー、ボリュームエンハンサー（ｖ
ｏｌｕｍｅ　ｅｎｈａｎｃｅｒｓ）等を制限することなく含むシリコーンエマルジョンお
よび以前から使用されている他の製品に使用されてもよい。
【００２３】
本発明は、一般に記載されているけれども、本明細書中に例証の目的のみで提供されかつ
別記しない限りは制限されないある特殊な例に関連して、他の解釈をすることができる。
【００２４】
【実施例】
比較例Ｃ１
組成物を、デカメチルシクロペンチルシロキサン６７．９部、ＭＱ樹脂８０４８部および
Ｈ－ポリマー１０００、Ｓｉ－Ｈ末端化されたオルガノポリシロキサン架橋剤２４部を用
いて製造した。ワッカーシリコーンから入手可能な白金触媒、触媒ＯＬ　０．０５３部を
添加し、かつこの混合物を３時間に亘って１００℃に加熱した。加熱時間の終了時に、な
おも粘度２６５センチポイズを有する液体が観察された。
【００２５】
比較例Ｃ２
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組成物を比較例Ｃ１と同様の方法で製造したが、この組成物は、デカメチルシクロペンタ
シロキサン７９．９部、ＭＱ樹脂８０４　８部、Ｈ－ポリマー１０００　１２部および触
媒０．０５３部を含有していた。製品は化粧品での使用が認容されない網状のゲルにゲル
化した。
【００２６】
比較例Ｃ３
組成物を、比較例Ｃ２のゲルを剪断ミキサーを用いてデカメチルシクロペンタシロキサン
８４部および架橋されたポリマー１６部の総量に希釈することによって製造した。比較例
Ｃ２の場合と同様に、化粧品の製造に不適切な網状のゲルが製造された。
【００２７】
比較例Ｃ４
ゲルの製造を、デカメチルシクロペンタシロキサン６７．９部、ＭＱ樹脂８０４　２８部
およびＥＬ架橋剤５２５　４部、さらに１，２－プロパンジオール中の塩化白金酸から成
る白金触媒０．０５３部を使用して試みた。ゲルの形成ではなくむしろ粉末固体が製造さ
れた。この場合には、ＭＱ樹脂および架橋剤の量は、揮発性シリコーンの量に対して極め
て高かった。
【００２８】
比較例Ｃ５
比較例Ｃ４の固体を使用して、剪断下で、固体をデカメチルシクロペンタシロキサン８４
部および架橋されたシリコーン１６部を有するために、希釈することによってゲルが製造
された。ゲルは製造されたがすばやく分離し、化粧品での使用には不適切であることを示
した。
【００２９】
実施例１
比較例Ｃ４と同様の方法で、化粧品のゲルを、デカメチルシクロペンタシロキサン８０部
、ＭＱ樹脂８０４　１７．５部および白金触媒０．０５３部を有するＥＬ架橋剤５２５　
２．５部および使用することによって製造した。使用中に分離されることのない極めて良
好なゲルが製造された。このゲルをウルトラトラックス（Ｕｌｔｒａ－Ｔｕｒａｘ　商標
）ミキサーでホモジナイズし、化粧品での使用に適したクリーム状の極めてなめらかなコ
ンシステンシーを有する半透明のゲルが製造された。
【００３０】
実施例２
実施例１と同様の方法で行ったが、デカメチルシクロペンタシロキサン９０部、ＭＱ樹脂
８０４　８．２１部およびＥＬ架橋剤５２５　１．７４部を使用した。剪断の後に、最初
に形成された、軟らかい、クリーム状の半透明なゲルが製造された。
【００３１】
実施例３
実施例１と同様の方法で行ったが、組成物のゲル化に続いて、さらにデカメチルシクロペ
ンタシロキサンを添加した。このようにして生じた組成物は、出発成分としてデカメチル
シクロペンタシロキサン８５部、ＭＱ８０４樹脂　１３．１部およびＥＬ架橋剤５２５　
１．８７部を含有した。剪断した場合には、軟らかいクリーム状の透明なゲルが得られた
。
【００３２】
実施例４
実施例１と同様の方法で行ったが、触媒の量を半分にした。液状の透明なゲルが得られた
。
【００３３】
実施例５
実施例１と同様の方法で行ったが、デカメチルシクロペンタシロキサン９０部、ＭＱ樹脂
８０４　８．０部、ＥＬ架橋剤５２５　１．９９部および触媒０．０２６３部を使用した
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。なめらかな透明の湿ったゲルが得られた。
【００３４】
実施例６
実施例１と同様の方法で行ったが、デカメチルシクロペンタシロキサン９０部、ＭＱ樹脂
８０４　８．１部、ＥＬ架橋剤５２５　１．８７部および触媒０．０５０部を含有した。
剪断の後に、透明なクリーム状のゲルが得られた。
【００３５】
前記の実施例は、広い多様性の半透明および透明な安定したゲルが、不飽和ＭＱ樹脂およ
び架橋剤の骨格中に分布されたＳｉ－Ｈ官能価を有するＳｉ－Ｈ官能性架橋剤を使用する
ことによって形成されてもよいことを示している。比較例は、網状のゲルを導くα，ω－
Ｓｉ－Ｈ官能性架橋剤の使用を示し、架橋剤の性質にかかわらず、極めて高い架橋密度は
、粉状の製品を導いた。本発明の方法によって製造されるゲルが「安定」、すなわち、こ
れらのゲルが２つまたはそれ以上の相に分離されないばかりか、「粉状」または固形の製
品に凝固しないけれども、ゲルの「硬度」は時間を超えて幾らか増加した。硬度の増加は
致命的な欠陥ではないが、しかしながら、示された目的とする特性を有するゲルが意図さ
れる場合には、製造中に考慮しなければならない。このゲル硬度の増加は、ヒドロシリル
化反応を通して製造された他のゲルへの影響が教示されている。
【００３６】
本願は、比較的重要でない場合には、ヒドロシリル化タイプのゲルの軟化がそ時間を経て
保持されてもよいが、ヒドロシリル化触媒抑制剤の有効量を、好ましくは最初のゲル化の
後に調剤に添加する。このような抑制剤が使用される場合には、例えヒドロシリル化反応
がこの時点で十分に終了したとしても、一般に触媒量を幾らか増加させなければならない
。
【００３７】
触媒抑制剤は使用可能なすべてのヒドロシリル化触媒抑制剤から選択されてもよい。しか
しながら、ゲルが化粧品のためのものを意味する場合には、幾つかの抑制剤は毒性の理由
または消費者の認容性のために推奨されない。例えば、ドデカネチオールのような化合物
は、それ自体の香気のために回避されるべきである。しかしながら、香料を含む化粧品ま
たは極めて少量が使用されるものにおいては、まさにこれらの抑制剤が認容されてもよい
。抑制剤の量は、一般に、総量１００質量部のゲルに対して、約０．００１～２質量部、
好ましくは０．０１質量部～１質量部の範囲である。さらに好ましくは、０．０５質量部
～０．５質量部、最も好ましくは０．１質量部～０．４質量部が使用される。量は、好ま
しくは、全く硬度が増加しないか、あるいは極めて少ない硬度の増加のみが室温で２週間
に亘る貯蔵中に生じる、申し分のないものである。抑制剤を、好ましくはゲル化に続けて
か、あるいは一連のゲル化に続けて添加する一方で、抑制剤を、触媒を添加すると同時で
あるか、あるいはまさにその直前に添加してもよい。また、触媒は、このような場合にお
いて必要であってもよい。
【００３８】
実施例７
実施例１と同様の方法で行ったが、デカメチルシクロペンタシロキサン８１．８部、ＭＱ
樹脂８０４　１５．７部、ＥＬ架橋剤５２５　２．２４部および触媒０．１００部を含有
した。ゲル化を前記実施例のように、９０℃～１１０℃で十分な時間に亘る撹拌によって
達成した。この実施例において、ゲル化は３３分後に観察された（傾斜約２．５℃／分）
。このゲル化の最初の観察に続いて、撹拌および加熱を１時間に亘って続けた。その後に
冷却水を満たした。冷却を約－１℃／分の速度で行った。材料が５０℃に達した時にメル
カプトプロピルシルセスキシロキサン０．２部を添加した。その後にゲルを剪断した。ク
リーム状の半透明のゲルが得られた。ゲルの軟性は、２時間に亘る貯蔵の間になおも変わ
らなかった。
【００３９】
実施例８
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実施例７と同様の方法を行ったが、デカメチルシクロペンタシロキサン７９．８部、ＭＱ
樹脂８０４　１７．４１部、ＥＬ架橋物５２５　２．４９部および触媒０．１００部を含
有した。ゲル化に続いてメルカプトプロピルシルセスキシロキサン０．２部を、撹拌しな
がら添加した。
【００４０】
その後にゲルが剪断された。軟性が２週間に亘っての貯蔵中に著しく変化しないクリーム
状の半透明のゲルが得られた。
【００４１】
ゲルに関する「クリーム状」の用語は、最初のゲルがクリーム状のコンシステンシーに剪
断されていることを意味する。生じるクリーム状のゲルは、この場合、流動可能であるか
、あるいはかなり硬化したものであってもよい。「クリーム状」の用語の存在下で、透明
、半透明または不透明なこれらの剪断されたゲルは、反応成分のゲル化によってすぐに形
成されたゲルから識別された。請求項に記載されたクリーム状ゲル組成物の成分は、別記
しない限りは単数または複数でもよいことを意味する。
【００４２】
実施例９
実施例８と同様の方法を行い、貯蔵安定性のクリーム状のゲルを、デカメチルシクロペン
タシロキサン７９．６０部、ＭＱ樹脂８０４　１７．３６部および架橋物５２５　２．４
８部から製造し、１，２－プロパンジオール中のヘキサクロロ白金酸０．５２３部によっ
てゲルに変えた。ゲル化を、１時間に亘って１００℃に加熱すると同時に撹拌によって行
った。３８分後（９３℃）に混合物はゲル化した。１時間後に熱を除去し、かつ生成物を
４０分に亘って５５℃に冷却した。混合物を、９６００ｒｐｍで運転されているＩＫＡ　
ＳＤ４１　Ｓｕｐｅｒ－Ｄｉｓｐａｘ（登録商標）ミキサーを通して再循環させることに
よって剪断した。抑制剤、メルカプトプロピルシルセスキシロキサン０．５部を、プロペ
ラミキサーを用いて、８００ｒｐｍで目的のクリーム状のゲルに剪断した。製品は貯蔵安
定性の、６週間に亘ってなめらかさおよびクリーム状を保持するゲルであった。
【００４３】
本発明の実施態様が例証され、かつ記載される一方で、前記の実施態様は本発明のすべて
の可能な形態を例証および記載しているわけではない。むしろ、本明細書中に使用された
用語は、制限されることのない用語の記載であり、かつ、様々の変更が、本発明の精神お
よび範囲から逸脱することなくおこなわれてもよいことが理解される。
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